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共
通
事
項 

】

●
申
込
方
法

申
込
用
紙
は
協
議
会
田
村
窓
口（
産
業
部 

商
工
観
光
課
内
）、
各
行
政
局
、
各
商

工
会
、
田
村
市
地
域
職
業
相
談
室
ア
ル
フ
ァ
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。
記
入
の

上
、田
村
窓
口
に
持
参
、郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
も
お
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

※
先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
申
し
込
み
締
め
切
り
後
、
一
定
の
選
考
に
て
受
講

　
者
を
決
定
し
ま
す
。

※
応
募
多
数
の
場
合
は
、
早
め
に
募
集
を
締
め
切
る
場
合
が

　
あ
り
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他

い
ず
れ
も
、
受
講
料
と
テ
キ
ス
ト
代
は
無
料
で
す
。
各
種

セ
ミ
ナ
ー
、
講
習
会
へ
ご
参
加
い
た
だ
い
た
方（
雇
用
保
険

受
給
者
）で
、
証
明
書
が
必
要
な
方
に
参
加
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

問
・
申
福
島
広
域
雇
用
促
進
支
援
協
議
会 

田
村
窓
口（
産
業
部 

商
工
観
光
課
内
）

　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
…
働
き
た
い
ネ
ッ
ト
で
検
索

　
　
　

(
61-
5
５
8
５　
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61-

5
５
8
６

福島広域雇用促進支援協議会からのお知らせ

　

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
・
パ
ソ
コ
ン
基
礎
講
座

実
務
に
役
立
つ「
パ
ソ
コ
ン
操
作
の
基
礎
」と
簡
単
そ
う
で
難
し
い「
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
」

の
両
方
が
短
期
間
で
学
べ
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
初
心
者
で
も
大
丈
夫
で
す
！

●
日
時　
10
月
19
日（
月
）～
30
日（
金
）　
※
計
10
日
間

　
　
　
　
午
前
9
時
20
分
～
午
後
4
時

●
会
場　
エ
ヌ
ケ
ー
・
テ
ッ
ク
株
式
会
社（
郡
山
市
鶴
見
坦
）

●
定
員　
20
人

●
申
込
期
限　
10
月
7
日（
水
）

　

除
染
等
業
務
作
業
従
事
者
講
習

●
日
時　
10
月
9
日（
金
）　
午
前
9
時
20
分
～
午
後
5
時

●
会
場　
船
引
公
民
館　
　
●
定
員　
50
人
程
度

●
申
込
期
限　
9
月
29
日（
火
）

※
申
し
込
み
に
は
、
身
分
証
明
書（
自
動
車
運
転
免
許
証
な
ど
）

　
の
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

車
両
系
建
設
機
械
運
転
技
能
講
習

【
本
宮
会
場
】

●
日
時　
10
月
5
日（
月
）～
9
日（
金
）　
※
計
5
日
間

　
　
　
　
午
前
8
時
～
午
後
5
時
10
分

●
会
場　
本
宮
・
田
村
自
動
車
学
校
建
機
講
習
所（
本
宮
市
）　　
　
●
定
員　
5
人

●
申
込
期
限　
9
月
23
日（
水
）

【
郡
山
西
会
場
】

●
日
時　
10
月
14
日（
水
）～
18
日（
日
）　
※
計
5
日
間

　
　
　
　
午
前
8
時
10
分
～
午
後
5
時
30
分

●
会
場　
夜
ノ
森
さ
く
ら
建
設
機
械
講
習
所（
郡
山
市
三
穂
田
町
）　
●
定
員　
10
人

●
申
込
期
限　
10
月
2
日（
金
）

※
申
し
込
み
に
は
、
身
分
証
明
書（
自
動
車
運
転
免
許
証
な
ど
）

　
の
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
・
玉
掛
け
技
能
講
習

【
本
宮
会
場
】

●
日
時　
9
月
30
日（
水
）～
10
月
2
日（
金
）　
お
よ
び　
10
月
7
日（
水
）～
9
日（
金
）

　
　
　
　
※
計
6
日
間　
午
前
8
時
～
午
後
5
時
10
分

●
会
場　
本
宮
・
田
村
自
動
車
学
校
建
機
講
習
所（
本
宮
市
）　　
　
●
定
員　
10
人

●
申
込
期
限　
9
月
16
日（
水
）

【
郡
山
西
会
場
】

●
日
時　
10
月
6
日（
火
）～
11
日（
日
）　
※
計
6
日
間

　
　
　
　
午
前
8
時
10
分
～
午
後
5
時
30
分

●
会
場　
夜
ノ
森
さ
く
ら
建
設
機
械
講
習
所（
郡
山
市
三
穂
田
町
）　
●
定
員　
10
人

●
申
込
期
限　
9
月
25
日（
金
）

※
申
し
込
み
に
は
、
身
分
証
明
書（
自
動
車
運
転
免
許
証
な
ど
）

　
の
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

行政相談

20（火）
常葉行政局
午後 1 時 30 分～

3 時 30 分
●相談委員

橋本ユリ子 氏（大越町）(79-3278
伊藤忠義 氏（常葉町）(77-3398

問総務部 総務課(81-2111

10 月の各種相談会相談

心配ごと相談
14（水）滝根公民館
21（水）市社会福祉協議会 本所
28（水）常葉老人福祉センター
※いずれも午後 1 時～ 3 時
問市社会福祉協議会 本所(81-2166

特設人権相談
6（火）船引公民館

15（木）都路公民館
※いずれも午前 10 時～午後 3 時
問福島地方法務局 郡山支局
(024-962-4500

「法の日」司法書士無料法律相談

3（土）船引公民館
午後 1 時～ 4 時

問福島県司法書士会
　(024-534-7502

まごころありがとうございます
- 次の方から市に寄附をいただきました -

◆細川幹夫さん（兵庫県神戸市）　寄附金（ふるさと納税）
◆熊田拓実さん（福島県郡山市）　寄附金（ふるさと納税）
◆岩村昭夫さん（東京都府中市）　寄附金（ふるさと納税）
◆根本利英さん（東京都町田市）　寄附金（ふるさと納税）
◆佼成文化協会（東京都杉並区）　寄附金（一般寄附金）
◆久保田啓藏さん（茨城県水戸市）　寄附金（教育費寄附金）
◆三春町除染組合（田村郡三春町）　物品
◆日東粉化工業㈱福島工場 工場長 白石勝敏さん
　（滝根町）　物品

◆黒澤和俊さん（埼玉県東松山市）　寄附金（ふるさと納税）
◆関本直晃さん（宮城県仙台市）　寄附金（ふるさと納税）
◆小栗篤司さん（愛知県名古屋市）　寄附金（ふるさと納税）
◆管野吉雄さん（埼玉県さいたま市）　寄附金（ふるさと納税）
◆新日本舞踊松栄流すみれ会 会長 松栄徳寿深さん
　（船引町）　寄附金（一般寄附金）
◆三共精粉㈱常葉鉱山（常葉町）　物品

 第 2 回寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業
在宅で要介護 4・5 の方、市内に子どもがいない一人暮
らしの高齢者（65 歳以上）、在宅の寝たきり重度身体障
害者の寝具類を、洗濯・乾燥・消毒します。
●利用方法
ご利用希望の方は申請が必要です。申請窓口は、保健福
祉部介護福祉課、各行政局市民課、各出張所で受け付け
ています。申請締め切り後、申請者へ個別に、回収日・
返却日の通知を送付します。
●申請期限　9 月 30 日（水）
●回収・返却予定日

地区 回収日 返却日
滝根地区 10 月 16 日（金） 10 月 23 日（金）
大越地区 10 月 19 日（月） 10 月 26 日（月）
都路地区 10 月 20 日（火） 10 月 27 日（火）

常葉地区 10 月 21 日（水） 10 月 28 日（水）
10 月 22 日（木） 10 月 29 日（木）

船引地区

11 月　4日（水） 11 月 11 日（水）
11 月　5 日（木） 11 月 12 日（木）
11 月　6日（金） 11 月 13 日（金）
11 月　9 日（月） 11 月 16 日（月）
11 月 10 日（火） 11 月 17 日（火）

問・申保健福祉部 介護福祉課(82-1115
　　　各行政局 市民課、各出張所

 木造住宅 耐震化のススメ
東日本大震災により、福島県内では 20 万棟を超える建
築物が被災し、木造住宅も多数の被害を受けました。
現在の耐震基準（昭和 56 年 6 月から施行）以前に建設
された住宅は、地震に弱いものが多いといわれており、
必要に応じて耐震性を高める補強をすることが望まれま
す。市では、耐震診断および耐震改修に対する補助事業
を実施します。耐震診断および耐震改修を実施して、住
まいの安全と安心を確保しましょう。
①木造住宅耐震診断者派遣事業
建築士が現地を調査し、地震に対する住宅の強さを診断
します。
●対象となる建物
昭和 56 年 5 月 31 日以前に建設された戸建て木造住宅
●費用負担　耐震診断消費税相当分、一律 8,000 円
●申込期限　11 月 30 日（月）
②木造住宅耐震改修支援事業
地震に耐えられるよう必要な補強工事を行う方に補助金
を交付します。
●対象となる建物
耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさない戸建て
木造住宅
●補助金の額　耐震改修に要する費用の 2 分の 1 かつ
　　　　　　　100 万円以内の額
●申込期限　11 月 30 日（月）

問・申建設部 都市計画課(82-1114


